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令和８年度 警報等発令時の対応について（改訂）

新見地域に「暴風・大雨・大雪等の警報」が発令された場合、児童の生命尊重・安

全確保のため、次のように対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。

記

【午前６時及び登校時までに警報が発令された場合】

○臨時休校

・外出を控え、自宅学習をさせてください。

【登校後に警報が発令された場合】

○状況に合わせて判断

・途中で下校させる場合は、コドモン（未読の場合は電話）により各ご家庭に連

絡いたします。

【熱中症特別警戒アラートが発表された場合】 ※発表のタイミング 14:00

〇翌日は臨時休校

・コドモンにより各ご家庭に連絡いたします。

※「熱中症特別警戒アラート」は、都道府県内において、全ての暑さ指数情報提供

地点における、翌日の最高暑さ指数の予測値が35に達する場合に発表されます。


